
各種加算等〈令和7年10月1日以降〉（1級地）

妊娠6ヶ月以上

13,790円

産婦加算
出産の日の属する月
から6ヶ月間

― 1人につき　10,190円

経過的加算額 児童1人につき4,330円を加算

3級に該当する障害者

17,870円

児童1人 児童2人

18,800円 23,600円

児童1人 児童2人

19,350円 20,910円

0歳から14歳

18歳から20歳未満

（1）及び（2）に3,330円加算

（1）及び（2）に280円加算

他の加算・
一時扶助

在宅患者加算・放射線障害者加算・介護保険料加算・介護施設入所者加算（詳細は省略）

児童養育
加算

身体に障害のある者
（1級から3級）
※在宅者

高等学校等修了前の児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の間にある児童をいう。）

（3）経過的加算額

3人以上の世帯 （1）及び（2）に3,330円加算

1箇月以上入院する児童又は医療型障害児施設等から入院する児童

児童1人

児童2人

障害者加
算

1級から2級に該当する障害者

26,810円

母子加算

（1）在宅者
3人以上1人増すごとに2,900円加
算

（2）入院患者また
は社会福祉施設もし
くは介護施設の入所
者

3人以上1人増すごとに770円加算

妊婦加算
妊娠を確認した翌月
から出産の日の属す
る月まで

妊娠6ヶ月未満

9,130円

8,480円

（ア）4人以上の世帯に属する3歳に満たない児童（月の初日に生まれ
た児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。）
（イ）3人以下の世帯に属する3歳に満たない児童（当該児童について
救護施設等の基準生活費が算定されている場合、職業能力開発校附属
宿泊施設等の基準生活費が算定されている場合及び入院患者の基準生
活費が算定されている場合に限る。）
（ウ）第3子以降の児童のうち、3歳以上の児童（月の初日に生まれた
児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。）であっ
て小学校修了前のもの（12歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある児童をいう。）


